
上里町

○町内に住所を有する販売農家、町内に主たる事務所を置く農業

法人、上里町認定農業者、又は上里町認定新規就農者。

○年間５０万円以上の販売農家

○降ひょうにより農産物又は農業用施設に（他の公的な助成金等

を除き）１０万円以上の被害を受けた方。

○申請時において農業を継続する意思がある方。

○他の市町村が実施する同種の支援事業を受けていない方。

農業降ひょう被害臨時応援給付金

対象者（下記に全て該当する方）

令和４年６月２日の降ひょう被害によって農作物、及び農業用
施設に被害を受けた農業者に対し、事業継続の一助としていただ
くため、農作物、農業用施設のいずれか、又は両方に対し給付金
を支給するものです。

事業概要

〈農 作 物〉５万円／経営体（１０万円以上の被害を受けた方）

〈農業用施設〉５万円／経営体（１０万円以上の被害を受けた方）

※最大 １０万円／経営体（上記二つに該当した場合）

支給金額

令和４年７月１９日（火）～令和４年１２月２８日（水）まで

申請期限

申請方法については裏面→

申請書の作成には、上里町ホームページや上里町役場産業振興課に
備付けの「記入例」を必ずご確認ください。

令和４年７月



申請方法
申請期限までに、上里町役場産業振興課窓口又はＪＡ埼玉ひびき
の上里営農経済センターに申請書類等を提出してください。

申請

審査

支給

町（産業振興課）で内容を確認します。

町より支給決定通知書が郵送されます。

その後、申請時に指定された口座に入金されます。

①確定申告書第一表及び青色申告決算書、又は収支内訳書（農業

用）等、令和３年中に５０万円以上の売上があったことがわか

る書類の写し。

②振込口座の通帳の写し※再生協議会届出口座であれば省略可能

（名義、口座番号、店番号がある通帳を開いた最初のページ）

③被災圃場・施設等の写真

（もし、被害が確認できる写真がない場合は現状の写真）

添付書類

・「申請書」及び「記載例」を下記提出先窓口または上里町ホー

ムページから入手し、内容をご確認の上、申請してください。

・給付金の給付は、同一経営体につき１回限りとします。

注意事項

【提出先・問合せ先】

〒３６９-０３９２ 上里町大字七本木５５１８

上里町役場２階 産業振興課産業観光係

ＴＥＬ：０４９５－３５－１２３２

※申請はＪＡ埼玉ひびきの上里営農経済センターでも受け付けます。


